
特定技能及び育成就労
分野別運用方針 概要
（2026年1月23日閣議決定）

公益財団法人 国際人材協力機構 名古屋駐在事務所

出典：出入国在留管理庁HP・外国人技能実習機構HP「育成就労制度」より
 令和8年3月10日時点の公表資料より作成していますので、今後変更が生じる可能性もありますので、予めご了承ください。



①介護分野

②ビルクリーニング分野

➂リネンサプライ分野

④工業製品製造業分野

⑤建設分野

⑥造船・舶用工業分野

⑦自動車整備分野

⑧航空分野

➈宿泊分野

⑩自動車運送業分野

⑪鉄道分野

⑫物流倉庫分野

⑬農業分野

⑭漁業分野

⑮飲食料品製造業分野

⑯外食業分野

⑰林業分野

⑱木材産業分野

⑲資源循環分野
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※⑧航空分野及び⑩自動車運送分野については「育成就労産業分野」の設定なし
※⑪鉄道分野、⑭漁業分野、⑰林業分野は省略



製造業分野において設定する業務区分及び当該業務区分において従事する業務は、それぞれ次のア及びイに定めるとおりとする。
なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務（例：原材料・部品の調達・搬送作業、各業務の前後工程作業、クレー
ン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業等）に付随的に従事することは差し支えない。
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④工業製品製造(製造)業分野
【特定技能制度に関する事項】

令和10年度末までの受入れ見込数 雇用形態

特定技能外国人 199,500人 直接雇用

育成就労外国人 119,700人 直接雇用

１．特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

区分 項目 分野別運用方針

１号特定技能外国人
技能水準

①別表１のａ．技能水準の欄に掲げるもの⇒製造分野特定技能１号評価試験：業務区分単位

② 別表３のｄ．技能水準（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの
⇒技能検定試験３級又は育成就労評価試験専門級：主たる技能単位 ※主たる技能単位とは、技能実習制度における職種・作業区分に対応するイメージ

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準と認められるもの

2号特定技能外国人

技能水準
別表２のａ．技能水準の欄に掲げるもの
⇒「製造分野特定技能２号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定３級」（生産管理プランニング又は生産管理オペレーション）：業務区分単位
⇒技能検定１級：主たる技能単位

実務経験 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場において、自らの判断で業務を遂行できる能力を要する業務に従事した実務経験（3年以上）

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＢ１相当以上の水準と認められるもの

【日本語能力水準について】 「A1」…N5 「B1」…N3(104点以上)
「A2.2」：日本語教育の参照枠A2相当のレベル・・・N4、JFT-BASIC 等
「A2.1」：日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル

区分 分野別運用方針

ア １号特定技能外国人
①別表１のａ．の技能水準にあっては、当該技能水準に対応し、それぞれ別表１のｂ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおり

② 別表３のｄ．の技能水準にあっては、当該技能水準に対応する別表３のａ．業務区分の欄に掲げる業務区分と同一の別表１のｂ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおり

イ 2号特定技能外国人 別表２のａ．技能水準に対応し、それぞれ別表２のｂ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおり

【業務区分及び特定技能外国人が従事する業務】
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≪別表１：１号特定技能外国人関係≫ ※製造分野特定技能１号評価試験の対象

項
番

ａ．技能水準
特定技能１号評価試験

ｂ．業務区分（従事する業務）：
全業務区分⇒『指導者の指示を理解し、又は自らの判断により』

1 機械金属加工 素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事する業務

2 電気電子機器組立て 電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事する業務

３ 金属表面処理 表面処理等の作業に従事する業務

4 紙器・段ボール箱製造 紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事する業務

5 コンクリート製品製造 コンクリート製品の製造工程の作業に従事する業務

6 ＲＰＦ製造 破砕・成形等の作業に従事する業務

7 陶磁器製品製造 陶磁器製品の製造工程の作業に従事する業務

8 印刷・製本 オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事する業務

9 紡織製品製造 紡織製品の製造工程の作業に従事する業務

10 縫製 縫製工程の作業に従事する業務

11 電線・ケーブル製造 電線又はケーブルの製造工程の作業に従事する業務

12 プレハブ住宅製品製造 プレハブ住宅製品の製造工程の作業に従事する業務

13 家具製造 家具製品の製造工程の作業に従事する業務

14 定形・不定形耐火物製造 耐火物製品の製造工程の作業に従事する業務

15 生コンクリート製造 生コンクリートの製造工程の作業に従事する業務

16 ゴム製品製造 ゴム製品の製造工程の作業に従事する業務

17 かばん製造 かばんの製造工程の作業に従事する業務

項
番

ａ．技能水準
(特定技能2号評価試験)

ｂ．業務区分（従事する業務）：
全業務区分⇒『複数の技能者を指導しながら』

1 機械金属加工

特定技能２号評価試験（機械金属加工）及び
ビジネス・キャリア検定３級（生産管理プランニング
又は生産管理オペレーション） 

素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に
従事する業務技能検定１級

(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加
工、鉄工、工場板金、仕上げ、機械検査、機会保全、
電気機器組立て、プラスチック成形、塗装、工業包
装、金属熱処理)

2
電気電子機器
組立て

特定技能２号評価試験（電気電子機器組立て）及び
ビジネス・キャリア検定３級（生産管理プランニング
又は生産管理オペレーション）

電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業
に従事する業務技能検定１級

（機械加工、仕上げ、機械検査、機会保全、電子機器
組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プ
ラスチック成形、工業包装)

３ 金属表面処理

特定技能２号評価試験（金属表面処理）及び
ビジネス・キャリア検定３級（生産管理プランニング
又は生産管理オペレーション）

表面処理等の作業に従事する業務

技能検定１級
（めっき、アルミニウム陽極酸化処理)

工業製品製造業分野：特定技能

≪別表２：２号特定技能外国人関係≫ ※製造分野特定技能２号評価試験の対象

◆各別表の太黒枠内の試験合格が、特定技能１号(別表１・３）、特定技能2号(別表２)の技能水準となる

【業務区分及び特定技能外国人が従事する業務】
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≪別表3：１号特定技能外国人関係≫ ※育成就労終了者 ⇒従事する業務＝ａ．業務区分と同一の「別表１ｂ．業務区分（従事する業務）」参照

項
番

ａ．業務区分 ｂ．主たる技能 ｃ．技能水準（１年経過時まで） ｄ．技能水準（育成就労終了まで） 

1

機械金属加工

2026年度追加予定
・真空成型
・フィルム加工

（ドライラミネート、押
出ラミネート、スリッ
ト、製袋、フラット
ヤーン）

• 航空機部品組立て

鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造、ハンマ型鍛造、プレス型鍛造、ホットチャンバダイカス
ト、コールドチャンバダイカスト、普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ、
金属プレス、構造物鉄工、機械板金、治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ、
機械検査、機械系保全、電子機器組立て、回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御
盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作、圧縮成形、射出成形、インフレーショ
ン成形、ブロー成形、手積み積層成形、建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

アルミニウム圧延・押出製品製造（引抜加工）、アルミニウム圧延・押出製品製造（仕上げ）
アルミニウム圧延・押出製品製造育成就労評価試験
（初級）

アルミニウム圧延・押出製品製造育成就労評価試験
（専門級）

全体熱処理、表面熱処理（浸炭・浸炭窒化・窒化）、部分熱処理（高周波熱処理・炎熱処理） 金属熱処理育成就労評価試験（初級） 金属熱処理育成就労評価試験（専門級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

ビーズ法発泡スチロール成形
ビーズ法発泡スチロール成形育成就労評価試験
（初級）

ビーズ法発泡スチロール成形育成就労評価試験
（専門級） 

プラスチック成形材料製造 
プラスチック成形材料製造育成就労評価試験
（初級）

プラスチック成形材料製造育成就労評価試験
（専門級） 

2

電気電子機器組立て

2026年度追加予定
・真空成型
・フィルム加工

（ドライラミネート、押
出ラミネート、スリッ
ト、製袋、フラット
ヤーン）

普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ、治工具仕上げ、金型仕上げ、
機械組立仕上げ、機械検査、機械系保全、電子機器組立て、回転電機組立て、
変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作、
プリント配線板設計、プリント配線板製造、圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、
ブロー成形、手積み積層成形、工業包装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

ビーズ法発泡スチロール成形
ビーズ法発泡スチロール成形育成就労評価試験
（初級）

ビーズ法発泡スチロール成形育成就労評価試験
（専門級） 

プラスチック成形材料製造 
プラスチック成形材料製造育成就労評価試験（初
級）

プラスチック成形材料製造育成就労評価試験
（専門級） 

３

金属表面処理

2026年度追加予定
・バフ研磨

電気めっき、溶融亜鉛めっき、陽極酸化処理 技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

工業製品製造業分野：特定技能

5

◆各別表の太黒枠内の試験合格が、特定技能１号(別表１・３）、特定技能2号(別表２)の技能水準となる

【業務区分及び特定技能外国人が従事する業務】
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≪別表3：１号特定技能外国人関係≫ ※育成就労終了者 ⇒従事する業務＝ａ．業務区分と同一の「別表１ｂ．業務区分（従事する業務）」参照

項
番

ａ．業務区分 ｂ．主たる技能 ｃ．技能水準（１年経過時まで） ｄ．技能水準（育成就労終了まで） 

4 紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き、印刷箱製箱、貼箱製造、段ボール箱製造 技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

5 コンクリート製品製造 コンクリート製品製造 コンクリート製品製造育成就労評価試験（初級） コンクリート製品製造育成就労評価試験（専門級）

6 ＲＰＦ製造 ＲＰＦ製造 ＲＰＦ製造育成就労評価試験（初級） 製造分野特定技能１号評価試験（ＲＰＦ製造）

7 陶磁器製品製造 機械ろくろ成形、圧力鋳込み成形、パッド印刷、排泥鋳込み成形 陶磁器工業製品製造育成就労評価試験（初級） 陶磁器工業製品製造育成就労評価試験（専門級）

8 印刷・製本
オフセット印刷 、製本 技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

グラビア印刷 グラビア印刷育成就労評価試験（初級） グラビア印刷育成就労評価試験（専門級）

9 紡織製品製造

糸浸染、織物・ニット浸染、靴下製造、丸編みニット製造 技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

紡績運転（前紡工程）、（精紡工程）、（巻糸工程）、（合ねん糸工程） 紡績運転育成就労評価試験(初級) 紡績運転育成就労評価試験（専門級）

織布運転（準備工程）、（製織工程）、（仕上工程 ） 織布運転育成就労評価試験（初級） 織布運転育成就労評価試験（専門級）

たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造育成就労評価試験（初級） たて編ニット生地製造育成就労評価試験(専門級)

織じゅうたん製造、タフテッドカーペット製造、ニードルパンチカーペット製造 カーペット製造育成就労評価試験（初級） カーペット製造育成就労評価試験（専門級）

製網 製網育成就労評価試験（初級） 製網育成就労評価試験（専門級）

染色（捺染） 染色（捺染）育成就労評価試験（初級） 染色（捺染）育成就労評価試験（専門級）

10 縫製

婦人子供既製服縫製、紳士既製服製造、寝具製作、帆布製品製造、ワイシャツ製造 技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

下着類製造 下着類製造育成就労評価試験（初級） 下着類製造育成就労評価試験（専門級）

自動車シート縫製 自動車シート縫製育成就労評価試験（初級） 自動車シート縫製育成就労評価試験（専門級）

タオル製造 タオル製造育成就労評価試験（初級） タオル製造育成就労評価試験（専門級）

カーテン縫製 カーテン縫製育成就労評価試験（初級） カーテン縫製育成就労評価試験（専門級）

11 電線・ケーブル製造 電線・ケーブル製造 電線・ケーブル製造育成就労評価試験（初級） 電線・ケーブル製造育成就労評価試験（専門級） 

工業製品製造業分野：特定技能
◆各別表の太黒枠内の試験合格が、特定技能１号(別表１・３）、特定技能2号(別表２)の技能水準となる

【業務区分及び特定技能外国人が従事する業務】

2026年度追加予定
・パルプ製造 ・紙製造（抄紙、
仕上） ・貼合上流工程 ・貼合
下流工程

2026年度追加予定
・タイル成形 ・衛生陶器成形
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≪別表3：１号特定技能外国人関係≫ ※育成就労終了者 ⇒従事する業務＝ａ．業務区分と同一の「別表１ｂ．業務区分（従事する業務）」参照

項
番

ａ．業務区分 ｂ．主たる技能 ｃ．技能水準（１年経過時まで） ｄ．技能水準（育成就労終了まで） 

12 プレハブ住宅製品製造

大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、構造物鉄工、機械板金、建築塗装、
金属塗装、噴霧塗装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

コンクリート製品製造 コンクリート製品製造育成就労評価試験（初級） コンクリート製品製造育成就労評価試験（専門級）

13 家具製造

金属プレス、機械板金、家具手加工、圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、
ブロー成形、金属塗装、噴霧塗装、工業包装

技能検定試験（基礎級） 技能検定試験（３級）

手溶接、半自動溶接 溶接育成就労評価試験（初級） 溶接育成就労評価試験（専門級）

家具組立て 家具組立て育成就労評価試験（初級） 家具組立て育成就労評価試験（専門級）

マットレス製造 マットレス製造育成就労評価試験（初級） マットレス製造育成就労評価試験（専門級）

家具シート縫製 家具シート縫製育成就労評価試験（初級） 家具シート縫製育成就労評価試験（専門級）

14 定形・不定形耐火物製造
定形耐火物製造 定形耐火物製造育成就労評価試験（初級） 定形耐火物製造育成就労評価試験（専門級）

不定形耐火物製造 不定形耐火物製造育成就労評価試験（初級） 不定形耐火物製造育成就労評価試験（専門級）

15 生コンクリート製造 生コンクリート製造 生コンクリート製造育成就労評価試験（初級） 製造分野特定技能１号評価試験（生コンクリート製造）

16 ゴム製品製造 成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工 ゴム製品製造育成就労評価試験（初級） ゴム製品製造育成就労評価試験（専門級）

17 かばん製造 かばん製造 かばん製造育成就労評価試験（初級） かばん製造育成就労評価試験（専門級）

工業製品製造業分野：特定技能【業務区分及び特定技能外国人が従事する業務】
◆各別表の太黒枠内の試験合格が、特定技能１号(別表１・３）、特定技能2号(別表２)の技能水準となる

【特定技能所属機関等に対して特に課す条件】

① 特定技能所属機関は、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。
② 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人(JAIM)に所属すること。
③ 特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特
定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準において定める産業を行っていること。

④ 特定技能所属機関は、製造業分野における特定技能外国人を受け入れるための関係省庁等で構成された特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
⑤ 特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。
⑥ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。
⑦ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）を交付すること。
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【育成就労制度に関する事項】

令和10年度末までの受入れ見込数 雇用形態

特定技能外国人 199,500人 直接雇用

育成就労外国人 119,７00人 直接雇用

１．育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項

区分 項目 分野別運用方針

育成就労を開始するまで 日本語能力水準
①「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準と認められるもの 

②認定日本語教育機関等におけるA1水準に相当する日本語講習の受講 ※当分の間は登録日本語教師の授業の受講でもよい

育成就労の開始後１年経過時まで
技能水準 別表３のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準と認められるもの 

育成就労を終了するまで
技能水準 別表３のｄ．技能水準（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準と認められるもの 

【日本語能力水準について】 「A1」…N5 「B1」…N3(104点以上)
「A2.2」：日本語教育の参照枠A2相当のレベル・・・N4、JFT-BASIC 等
「A2.1」：日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル

転籍制限期間・待遇 条件 分野別運用方針

〇当面の間、2年
〇在籍する育成就労外国人の所定内給与を１年目から２年目にかけて、育成就労の協
議会が設定・公表する昇給率によって昇給すること
※転籍制限期間を１年と設定する育成就労実施者には、待遇向上義務なし

技能水準 別表３のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ２．１相当以上の水準と認められるもの

◆本人の意向による転籍制限期間及び本人の移行による転籍に必要となる技能水準及び日本語能力水準

【技能水準・業務区分（従事する業務）】

製造業分野において設定する業務区分及び従
事する業務は、特定技能制度と同一とする。

【育成就労実施者に対して特に課す条件】

① 育成就労実施者は、育成就労外国人受入事業実施法人(JAIM)に所属すること。
② 育成就労外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、経済産業大臣が定める産業を行っていること。
③ 育成就労実施者及び監理支援機関は、育成就労の協議会において協議が調った措置を講じること。
④ 育成就労実施者は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、
必要な協力を行うこと。 

◆製造業分野において設定する主たる技能は、別表３のａ．業務区分の欄に掲げる業務区分に対応し、それぞれ同表のｂ．主たる技能の欄に定めるとおりとする。
その上で、育成就労計画に沿って、３年間の育成就労期間を通じて当該主たる技能を修得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させることにより、当該業務と関連するそれぞれの業務

区分の範囲内の業務を経験させることとあいまって、製造業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成する。

④工業製品製造(製造)業分野
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製造業分野：育成就労
特定技能については、
令和8年6月1日追加予定

監理支援機関の業務の実施に関する基準として、「中分類 11―繊維工
業」に該当するものを行っている育成就労を行わせる事業所において、
監理支援機関が、監理型育成就労を行わせる監理型育成就労実施者に対
して監理支援を行う場合には、協議会決定事項を講ずること



飲食料品製造業分野において設定する業務区分及び当該業務区分において従事する業務は、それぞれ次のア及びイに定めるとおりとする。
なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務（例：原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業）に
付随的に従事することは差し支えない。
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【特定技能制度に関する事項】
１．特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

区分 項目 分野別運用方針

１号特定技能外国人
技能水準

①別表１のａ．技能水準の欄に掲げるもの

② 別表３のｄ．技能水準（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準と認められるもの

2号特定技能外国人

技能水準 別表２のａ．技能水準の欄に掲げるもの

実務経験 飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験（2年以上）

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＢ１相当以上

【日本語能力水準について】 「A1」…N5 「B1」…N3(104点以上)
「A2.2」：日本語教育の参照枠A2相当のレベル・・・N4、JFT-BASIC 等
「A2.1」：日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル

区分 分野別運用方針

１号特定技能外国人
①別表１のａ．の技能水準にあっては、当該技能水準に対応し、それぞれ別表１のｂ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおり

② 別表３のｄ．の技能水準にあっては、当該技能水準に対応する別表３のａ．業務区分の欄に掲げる業務区分と同一の別表１のｂ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおり

2号特定技能外国人 別表２のａ．技能水準に対応し、それぞれ別表２のｂ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおり

⑮飲食料品製造分野
令和10年度末までの受入れ見込数 雇用形態

特定技能外国人 133,500人 直接雇用

育成就労外国人 61,400人 直接雇用

【業務区分及び特定技能外国人が従事する業務】

【経過措置】上記、「1号特定技能外国人の技能水準①」及び「2号特定技能外国人の技能水準」並びに 「業務区分及び特定技能外国人が従事する業務アとイ」については、
閣議決定日から令和９年３月31 日までの間は、なお従前の例による。



項番 ａ．業務区分 ｂ．主たる技能 ｃ．技能水準（１年経過時まで） ｄ．技能水準（育成就労終了まで） 

1

飲食料品製造業
（飲食料品（酒類を除く）の
製造・加工及び安全衛生の
確保）

飲食料品製造業全般 飲食料品製造業育成就労評価試験（初級） 飲食料品製造業特定技能1号評価試験 ※

缶詰巻締 缶詰巻締育成就労評価試験（初級） 缶詰巻締育成就労評価試験（専門級）

食鳥処理加工 食鳥処理加工育成就労評価試験（初級） 食鳥処理加工育成就労評価試験（専門級）

牛豚部分肉製造
牛豚食肉処理加工育成就労評価試験（初級） 牛豚食肉処理加工育成就労評価試験（専門級）

牛豚精肉商品製造

惣菜製造 惣菜製造育成就労評価試験（初級） 惣菜製造育成就労評価試験（専門級）

農産物漬物製造 農産物漬物製造業育成就労評価試験（初級） 農産物漬物製造業育成就労評価試験（専門級）

ハム・ソーセージ・ベーコン製造 技能検定基礎級 技能検定3級

パン製造 技能検定基礎級 技能検定3級

2
水産加工業
（水産加工品の製造・加工
及び安全衛生の確保）

水産加工品製造
（保蔵のための処理として加熱処理・脱水処理・低温処理の３つから選択）

水産加工育成就労評価試験（初級） 水産加工育成就労評価試験（専門級）

水産練り製品製造 技能検定基礎級 技能検定3級
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【技能水準・業務区分（従事する業務）】

≪別表１：１号特定技能外国人関係≫ ※製造分野特定技能１号評価試験の対象

項番 ａ．技能水準) ｂ．業務区分（従事する業務）：

1
飲食料品製造業
特定技能１号評価試験

飲食料品製造業
（飲食料品（酒類を除く。）の製造・加工及び安全衛生の確保（指導者の指示を
理解し、又は自らの判断により、飲食料品製造工程の作業に従事する業務）)

2
水産加工業
特定技能１号評価試験

水産加工業
（水産加工品の製造・加工及び安全衛生の確保（指導者の指示を理解し、又は
自らの判断により、水産加工工程の作業に従事する業務）)

飲食料品製造分野：特定技能

≪別表２：２号特定技能外国人関係≫ ※製造分野特定技能２号評価試験の対象

◆各別表の太黒枠内の試験合格が、特定技能１号(別表１・３）、特定技能2号(別表２)の技能水準となる

項番 ａ．技能水準) ｂ．業務区分（従事する業務）：

1
飲食料品製造業
特定技能２号評価試験

飲食料品製造業
（飲食料品製造業（飲食料品（酒類を除く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）に
加え、飲食料品製造業に関する管理業務（複数の技能者を指導しながら、飲食料
品製造の作業に従事し、工程を管理する業務）)

2
水産加工業
特定技能２号評価試験

水産加工業
（水産加工業（水産加工品の製造・加工及び安全衛生の確保）に加え、水産加工業
に関する管理業務（複数の技能者を指導しながら、水産加工の作業に従事し、工
程を管理する業務）)

≪別表3：１号特定技能外国人関係≫ ※育成就労終了者 ⇒従事する業務＝ａ．業務区分と同一の「別表１ｂ．業務区分（従事する業務）」参照

飲食料品製造業育成就労評価試験（初級）合格が受験資格となる
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【特定技能所属機関等に対して特に課す条件】

① 特定技能所属機関は、特定技能の協議会の構成員になること。

② 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。

③ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

④ 特定技能所属機関は、登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、特定技能の協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び特定 技能の協議会

に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

⑤ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。

⑥ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

⑦ 特定技能外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、特定のものを行っていること。 

飲食料品製造分野：特定技能
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⑮飲食料品製造分野
【育成就労制度に関する事項】

１．育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項

【日本語能力水準について】 「A1」…N5 「B1」…N3(104点以上)
「A2.2」：日本語教育の参照枠A2相当のレベル・・・N4、JFT-BASIC 等
「A2.1」：日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル

転籍制限期間・待遇 条件 分野別運用方針

〇当面の間、2年
〇１年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者においては、
在籍する育成就労外国人の所定内賃金を１年目から２年目にかけて、
育成就労の協議会が設定・公表する昇給率によって昇給すること

技能水準 別表３のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準
「日本語教育の参照枠」のＡ２．１相当以上の水準の水準と
認められるもの

◆本人の意向による転籍制限期間及び本人の移行による転籍に必要となる技能水準及び日本語能力水準

【技能水準・業務区分
（従事する業務）】

飲食料品製造業分野において設定
する業務区分及び従事する業務は、
特定技能制度と同一とする。

【育成就労実施者に対して特に課す条件】

① 農産物漬物製造を主たる技能とする場合は、次に掲げる要件を満たす事業所であること。
ⅰ 農産物漬物製造について、周年操業している施設であること。
ⅱ 漬物製造管理士２級以上の有資格者が在籍している育成就労実施者であること。
ⅲ 水産物を加えた場合は、水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。

② 育成就労実施者は、育成就労の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
③ 育成就労実施者は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
④ 育成就労実施者は、育成就労外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
⑤ 育成就労外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、特定のものを行っていること。

令和10年度末までの受入れ見込数 雇用形態

特定技能外国人 133,500人 直接雇用

育成就労外国人 61,400人 直接雇用

◆飲食料品製造業分野において設定する主たる技能は、別表３のａ.業務区分の欄に掲げる業務区分に対応し、それぞれ同表のｂ．主たる技能の欄に定めるとおりとする。
その上で、育成就労計画に沿って、３年間の育成就労期間を通じて当該主たる技能を修得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させることにより、当該業務と関連するそれぞれの業務区
分の範囲内の業務を経験させることとあいまって、飲食料品製造業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成する。

Copyright © JITCO ※無断複製・複写・配布禁止

区分 項目 分野別運用方針

育成就労を開始するまで 日本語能力水準
「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準と認められるもの

認定日本語教育機関等におけるA1水準に相当する日本語講習の受講 ※当分の間は登録日本語教師の授業の受講でもよい

育成就労の開始後１年経過時まで
技能水準 別表３のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準の水準と認められるもの 

育成就労を終了するまで
技能水準 別表３のｄ．技能水準（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの

日本語能力水準 「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準の水準と認められるもの 



ありがとうございました

JITCO名古屋駐在事務所

愛知県名古屋市中区栄2-9-26

ポーラ名古屋ビルA館 7階

Tel 052-217-2310
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